[ 工 作 物 ]

景観法届出チェックシート
【宝山寺参道沿道地区・宝山寺門前参道区域】
	届出者の氏名
	

	行為の場所
	生駒市

	周辺景観の特性

	

	事項
	基　　準
	具体的な配慮又は工夫の内容
	※

	共 通 事 項
	・参道の趣きを尊重するとともに、参道と調和のとれた景観となるように配慮し、良好な沿道景観の維持に努めること。
	
	適
・否

	
	・参道から見える矢田丘陵や市街地への眺望を遮らないように配慮すること。
	
	適
・否


※欄には、記入しないで下さい。
	事項
	基　　準
	適用
	具体的な配慮又は工夫の内容
	※

	配 置、規 模 及 び 高 さ
	・良好な周辺の景観と調和のとれた配置、規模及び高さとすること。

	有
・

無
	
	適
・
否

	
	・駐車場を設ける場合は、できる限り参道から目立たない位置に配置すること。

	有
・

無
	
	適
・
否

	
	・行為地内に良好な樹木等がある場合は、これをできる限り保全し、活用すること。
	有
・

無
	
	適

・

否

	形 態 及 び 意 匠
	・良好な周辺の景観と調和し、バランスのとれた形態及び意匠とすること。

	有
・

無
	
	適
・
否

	
	・歩行者等に圧迫感を与えないように配慮すること。
	有
・

無
	
	適
・
否

	
	・照明の種類や配置に配慮し、温かみのある光が作り出す参道らしい夜間景観の演出に努めること。
	有
・

無
	
	適
・
否

	
	・駐車場を設ける場合は、出入り口に供する部分を除き塀、垣又は柵を設けるなど、自動車が参道から目立たないように配慮すること。

	有
・

無
	
	適
・
否


※欄には、記入しないで下さい。
	事項
	基　　準
	適用
	具体的な配慮又は工夫の内容
	※

	
	色　　彩
	・別に定める色彩に関する景観形成基準（市街地景観区域-商業系）に適合するとともに、良好な周辺の景観と調和させること。
	有
・

無
	□　色彩基準に適合
	適
・否

	
	
	・多くの色彩や強調色を使用する場合は、使用する色彩相互の調和、使用する量のバランスに配慮すること。
	有
・

無
	□　強調色の使用割合（ １／５・１／１０ ）以下

□　強調色は中低層部で使用
	適
・否

	
	素　　材
	・良好な周辺の景観と調和した素材を使用すること。
	有
・

無
	
	適
・否

	
	
	・反射光のある素材を使用する場合は、使用する位置や量等に配慮すること。
	有
・

無
	
	適
・否

	緑　　化
	・行為地が500㎡以上の場合は、樹木等により緑化し、行為地内の緑化面積は行為地面積の3％以上とし、原則として参道側に配置すること。
	有
・

無
	□　緑化率　３％以上

□　参道側に配置
	適
・否

	
	・緑化に当たっては、郷土種を用いるなど、樹種の選定に配慮し、良好な周辺の景観と調和させること。
	有
・

無
	
	適
・否


※欄には、記入しないで下さい。
